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令和５年第４回大分市教育委員会会議録 

１ 日時     令和５年４月２６日（水) 午後３時００分から午後３時３５分まで 

２ 場所    大分市役所議会棟３階 第５委員会室 

３ 出席者   教育長    佐藤 光好 

        二番委員   廣津留すみれ 

        三番委員   古城 一 

        四番委員   上杉 美穂子 

        五番委員   古城 和敬 

        ＊二番委員は、インターネットを利用した方法による出席 

４ 出席事務局職員 

教育部教育監        野田 秀一 

教育部次長         永田 浩貴 

教育部次長兼教育総務課長  高田 隆秀 

教育部次長兼学校施設課長  佐藤 祐一 

学校教育課長        江隈 英明 

体育保健課長        三島 浩昭 

人権・同和教育課長     高橋 秀徳 

社会教育課長        足立 美乃里 

文化財課長         安東 孝浩 

大分市教育センター所長   小池 桂子 

美術振興課長        水田 美幸 

教育総務課参事       額賀 寛 

５ 書記 

教育総務課参事補  黒木 眞由美    教育総務課主幹 小田部 晶子   

教育総務課主査   園田 哲也 

６ 傍聴人   ２名 

７ 議題 

 （１）議案 

（教議第３３号）教育財産の用途廃止について 

（教議第３４号）教育財産の取得の計画について 

（教議第３５号）教育財産の取得の計画について 

（教議第３６号）教育財産の取得の計画について 

（教議第３７号）教育財産の取得の計画について 

（教議第３８号）市長の権限に属する事務の一部の補助執行に関する協議について 

（教報議第４号）大分市奨学生選考委員会委員の委嘱及び任命について 
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（教報議第５号）大分市学校医等公務災害補償認定委員会委員の委嘱及び任命につい 

        て 

（教報議第６号）大分市公民館運営審議会委員の委嘱及び任命について 

（２）報告事項 

①大分市立小学校教科用図書の採択について 

    ②大分市立小中学校等における新型コロナウイルス感染症に係る対応について 

８ 会議の概要 

教育長 

 

教育長 

 

教育長 

 

 

教育長 

教育長 

 

 

 

次長兼 

学校施設課長 

 

 

 

 

 

 

教育長 

全委員 

教育長 

 

ただいまより、令和５年第４回大分市教育委員会を開会いたしま

す。                 （午後３時００分 開会） 

本日は、傍聴者の方がおられるようですが、遵守事項に従って、静

粛に傍聴いただきますようお願いいたします。 

本日は、廣津留委員がこの場に参集することができないため、大分

市教育委員会会議規則第２条の２第１項の規定により、インターネッ

トを利用した方法による会議の参加を認めています。 

本日の署名委員を三番委員、四番委員にお願いします。 

それでは、ただいまより議案審議に入ります。 

教議第３３号「教育財産の用途廃止について」を議題といたしま

す。 

事務局、説明をお願いします。 

教議第３３号「教育財産の用途廃止について」ご説明申し上げま

す。 

本案は、鴛野小学校の図工室として活用されております特別教室棟

につきまして、既存校舎内で図工室としての機能を確保することが可

能であることから、施設保有量の適正化を図り、施設の効率的な維持

管理を行うため、当該特別教室棟を解体することについて、ご決定を

いただこうとするものでございます。 

以上でございます。 

ご質問などありませんか。 

（なしとの声） 

それでは採決いたします。教議第３３号は原案のとおり決定するこ

とにご異議ありませんか。 
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全委員 

教育長 

教育長 

 

 

次長兼 

学校施設課長 

 

 

 

 

 

 

 

 

教育長 

全委員 

教育長 

 

全委員 

教育長 

教育長 

 

 

次長兼 

学校施設課長 

 

 

 

 

（異議なしとの声） 

ご異議なしと認め、本案は原案のとおり決定されました。 

それでは次に、教議第３４号「教育財産の取得の計画について」を

議題といたします。 

事務局、説明をお願いします。 

教議第３４号「教育財産の取得の計画について」ご説明申し上げま

す。 

本案は、大分市教育施設整備保全計画に基づく大分市立鴛野小学校

屋内運動場長寿命化改修工事に伴う増築部分の建物の取得の計画につ

いてご決定をいただこうとするものであります。当該建物は、避難所

としての防災機能の充実を図るため、屋内運動場に付帯する多目的ト

イレ棟を増築するものでございます。 

増築部分の構造は、鉄骨造平家建、延床面積は、８．４平方メート

ル、取得予定年月日は、令和６年３月１日でございます。 

以上でございます。 

ご質問などありませんか。 

（なしとの声） 

それでは採決いたします。教議第３４号は原案のとおり決定するこ

とにご異議ありませんか。 

（異議なしとの声） 

ご異議なしと認め、本案は原案のとおり決定されました。 

それでは次に、教議第３５号「教育財産の取得の計画について」を

議題といたします。 

事務局、説明をお願いします。 

教議第３５号「教育財産の取得の計画について」ご説明申し上げま

す。 

本案は、大分市教育施設整備保全計画に基づく大分市立稙田小学校

屋内運動場長寿命化改修工事に伴う増築部分の建物の取得の計画につ

いてご決定をいただこうとするものであります。当該建物は、避難所

としての防災機能の充実を図るため、屋内運動場に付帯する多目的ト
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教育長 

全委員 

教育長 

 

全委員 

教育長 

教育長 

 

 

次長兼 

学校施設課長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

教育長 

全委員 

教育長 

 

全委員 

教育長 

イレ棟を増築するものでございます。 

増築部分の構造は、鉄骨造平家建、延床面積は、８．４平方メート

ル、取得予定年月日は、令和６年３月１日でございます。 

以上でございます。 

ご質問などありませんか。 

（なしとの声） 

それでは採決いたします。教議第３５号は原案のとおり決定するこ

とにご異議ありませんか。 

（異議なしとの声） 

ご異議なしと認め、本案は原案のとおり決定されました。 

それでは次に、教議第３６号「教育財産の取得の計画について」を

議題といたします。 

事務局、説明をお願いします。 

教議第３６号「教育財産の取得の計画について」ご説明申し上げま

す。 

本案は、大分市教育施設整備保全計画に基づく大分市立大道小学校

屋内運動場長寿命化改修工事に伴う増築部分の建物の取得の計画につ

いてご決定をいただこうとするものであります。当該建物は、避難所

としての防災機能の充実を図るため、屋内運動場に付帯する多目的ト

イレ棟及び効率的な動線を実現するための昇降口を増築するものでご

ざいます。 

増築部分の構造は、鉄骨造平家建、延床面積は、４３．９９平方メ

ートル、取得予定年月日は、令和６年３月１日でございます。 

以上でございます。 

ご質問などありませんか。 

（なしとの声） 

それでは採決いたします。教議第３６号は原案のとおり決定するこ

とにご異議ありませんか。 

（異議なしとの声） 

ご異議なしと認め、本案は原案のとおり決定されました。 



5 

教育長 

 

 

次長兼 

学校施設課長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

教育長 

全委員 

教育長 

 

全委員 

教育長 

教育長 

 

 

体育保健課長 

 

 

 

それでは次に、教議第３７号「教育財産の取得の計画について」を

議題といたします。 

事務局、説明をお願いします。 

教議第３７号「教育財産の取得の計画について」ご説明申し上げま

す。 

本案は、大分市立稙田中学校に係る教育財産の取得の計画について

ご決定いただこうとするものでございます。 

当該建物は、エレベーター棟であり、現在、学校施設へのエレベー

ターの設置については、障がいのある児童・生徒及び教職員等が安全

かつ円滑に学校生活を送ることができるよう、また、避難所として高

齢者や障がい者を含む多様な地域住民が利用することを踏まえ計画的

にすすめているところであり、今年度は稙田中学校に設置するもので

ございます。 

建物の構造は鉄骨造３階建、延床面積は４１．６１平方メートル、

取得予定年月日は令和６年２月１日、取得予定額は６千万円でござい

ます。 

以上でございます。 

ご質問などありませんか。 

（なしとの声） 

それでは採決いたします。教議第３７号は原案のとおり決定するこ

とにご異議ありませんか。 

（異議なしとの声） 

ご異議なしと認め、本案は原案のとおり決定されました。 

それでは次に、教議第３８号「市長の権限に属する事務の一部の補

助執行に関する協議について」を議題といたします。 

事務局、説明をお願いします。 

教議第３８号「市長の権限に属する事務の一部の補助執行に関する

協議について」ご説明申し上げます。 

本案は、学校給食費の徴収に係る支払督促並びに訴えの提起、和

解、あっせん、調停及び仲裁並びに強制執行に関する事務を教育部長
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教育長 

全委員 

教育長 

 

全委員 

教育長 

教育長 

 

 

学校教育課長 

 

 

 

 

 

 

 

及び教育委員会の事務局職員等に補助執行させることについて、地方

自治法の規定により、市長と協議するものでございます。 

学校給食費の管理に関することにつきましては、教育長に事務が委

任されているところですが、学校給食費の未納対応のうち、訴訟事務

等については、市長の専属的な権限であるため、委任の対象外となっ

ております。 

今後、督促してもなお完納しない滞納事案に対しましては、法的措

置等の必要な措置を執ることとしており、その訴訟事務等を行うに当

たっては、教育部長及び教育委員会の事務局職員等に補助執行させる

ことが、事務効率上の観点から適切であると考えられます。 

以上のことにつきまして、市長と協議いたしたく、本委員会で審議

の上、ご決定いただこうとするものでございます。 

以上でございます。 

ご質問などありませんか。 

（なしとの声） 

それでは採決いたします。教議第３８号は原案のとおり決定するこ

とにご異議ありませんか。 

（異議なしとの声） 

ご異議なしと認め、本案は原案のとおり決定されました。 

それでは次に、教報議第４号「大分市奨学生選考委員会委員の委嘱

及び任命について」を議題といたします。 

事務局、説明をお願いします。 

教報議第４号「大分市奨学生選考委員会委員の委嘱及び任命につい

て」ご説明申し上げます。 

本案は､大分市奨学生選考委員会における選考委員につきまして、一

部の推薦団体における役員の改選に伴い、令和５年４月１日付けで、

２名の委員を新たに委嘱及び任命いたしましたので、ご報告し、ご承

認をいただこうとするものでございます。 

なお、今回委嘱及び任命いたしました委員の任期は、前任の残任期

間となっており、令和６年５月１３日まででございます。 
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教育長 

全委員 

教育長 

 

全委員 

教育長 

教育長 

 

 

体育保健課長 

 

 

 

 

 

 

 

 

教育長 

全委員 

教育長 

令和５年度大分市奨学生につきましては、奨学資金の貸与事務に要

する時間が十分確保できないことから、大分市奨学生の決定について

は教育長が代理し、次回定例の本委員会においてご報告し、ご承認を

いただきたいと考えております。 

令和５年度大分市奨学生の募集・貸与に係るスケジュールは記載の

とおりとなっており、応募状況のうち、大学・短大につきましては、

２０名の募集に対し１１名の応募、高等学校・高等専門学校につきま

しては、１０名の募集に対し２名の応募となっております。 

以上でございます。 

ご質問などありませんか。 

（なしとの声） 

それでは採決いたします。教報議第４号は原案のとおり承認するこ

とにご異議ありませんか。 

（異議なしとの声） 

ご異議なしと認め、本案は原案のとおり承認されました。 

それでは次に、教報議第５号「大分市学校医等公務災害補償認定委

員会委員の委嘱及び任命について」を議題といたします。 

事務局、説明をお願いします。 

教報議第５号「大分市学校医等公務災害補償認定委員会委員の委嘱

及び任命について」ご説明申し上げます。 

本案は、大分市学校医等公務災害補償認定委員会委員につきまし

て、令和５年３月３１日で任期が満了となりましたことから、令和５

年４月１日付けで、新たに委員を委嘱及び任命いたしましたので、ご

報告し、ご承認をいただこうとするものでございます。 

なお、委員の任期は、令和８年３月３１日までの３年間でございま

す。 

以上でございます。 

ご質問などありませんか。 

（なしとの声） 

それでは採決いたします。教報議第５号は原案のとおり承認するこ
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全委員 

教育長 

教育長 

 

 

社会教育課長 

 

 

 

 

 

 

 

 

教育長 

全委員 

教育長 

 

全委員 

教育長 

教育長 

学校教育課長 

 

 

 

 

 

 

 

とにご異議ありませんか。 

（異議なしとの声） 

ご異議なしと認め、本案は原案のとおり承認されました。 

それでは次に、教報議第６号「大分市公民館運営審議会委員の委嘱

及び任命について」を議題といたします。 

事務局、説明をお願いします。 

教報議第６号「大分市公民館運営審議会委員の委嘱及び任命につい

て」ご説明申し上げます。 

本案は、大分市公民館運営審議会委員につきまして、選出団体での

役員交代などに伴い、令和５年４月１日付けで、後任の委員を委嘱及

び任命いたしましたので、ご報告し、ご承認をいただこうとするもの

でございます。 

なお、今回委嘱及び任命いたしました委員の任期は、前任者の残任

期間となっております。 

以上でございます。 

ご質問などありませんか。 

（なしとの声） 

それでは採決いたします。教報議第６号は原案のとおり承認するこ

とにご異議ありませんか。 

（異議なしとの声） 

ご異議なしと認め、本案は原案のとおり承認されました。 

それでは次に、報告事項の説明をお願いします。 

報告事項１点目「大分市立小学校教科用図書の採択について」ご報

告申し上げます。 

小学校教科用図書については、令和元年度の学習指導要領の改訂に

伴う採択より４年が経過し、本年度が採択替えの年となります。 

市町村立の小中学校で使用される教科書の採択の権限は、市町村教

育委員会にあり、平成２２年度からは大分市が単独で教科書を採択す

る「単独採択」となり、これに伴って教科書採択の適正かつ公正な実

施を図るため、「大分市教科用図書選定委員会設置要綱」を制定して
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おります。 

なお、採択事務を進めるに当たりましては、外部の声に左右される

ことのないように静謐な環境が保たれることが何より重要でありま

す。 

今回の大分市小学校教科用図書の採択につきましては、「大分市立

小中学校用教科書採択事務経路」の手順に従って採択事務を進めてい

きます。 

まず、Ｂ「県教育委員会」の事務についてでございますが、経路図

内Ａの「各教科書発行者」は、文部科学大臣の検定に合格しますと、

その教科書を教科書見本本として、①のようにＢ「県教育委員会」に

送付してまいります。県教育委員会は、その見本本をもとに、県下２

５会場にて、Ｃの「教科書展示会」を開催いたします。教科書展示会

では、各教科書発行者から送付された見本本を、県や市町村教育委員

会の指導主事や各学校の校長及び教職員はもとより、保護者や県民な

どが閲覧できるようにしております。大分市においても、市民の皆様

が閲覧することができるように、６月１６日から６月２９日まで学校

教育課及び大分市教育センターで展示会を開催することにしておりま

す。さらに、より多くの方が閲覧できるように、学校教育課において

は展示会後も常設展示を行うようにしております。 

また、県教育委員会は、（１）義務教育諸学校校長・教員、（２）

専門的知識を有する職員、（３）学識経験者のうちから、県教育委員

会が任命した委員で構成するＤの「県教科用図書選定審議会」を設置

いたします。この審議会に対して県教育委員会は、②のように教科書

採択の在り方について諮問いたします。 

県教科用図書選定審議会は、その役割や機能が専門的であり、かつ

調査内容が膨大なため、Ｅにある専門調査員に③のように調査研究を

依頼します。なお、調査員は、種目ごとに指導主事及び市町村教育委

員会から推薦された各教科代表の教員を県教育委員会が任命します。 

専門調査員は、県教科用図書選定審議会から示された「調査研究の

観点」をもとに調査研究を行い、その結果を報告書にまとめて県教科
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教育長 

用図書選定審議会に提出し、④の報告をいたします。県教科用図書選

定審議会では、その報告書をもとに慎重に審議を行い、⑤の建議を県

教育委員会に対して行います。 

県教育委員会は、建議をもとに「教科書選定資料」を作成し、Ｆの

「大分市教育委員会」に送付し、その資料を活用して採択事務を進め

るよう、⑥の指導・助言を行っております。 

次に、Ｆ「大分市教育委員会」の事務についてでございますが、大

分市教育委員会においては、Ｇの「大分市教科用図書選定委員会」を

設置するとともに、大分市内の校長・教員からなるＨの「調査研究員

会」を設置し、⑧のように大分市の実態に即した調査研究を依頼しま

す。大分市教科用図書選定委員会は、調査研究員会による⑨の報告

や、県教育委員会から送付された選定資料などをもとに、教育委員会

で採択する原案となる教科書を１種類選定します。 

大分市教科用図書選定委員会で選定された教科ごとの教科用図書

は、⑩のように大分市教育委員会に報告され、大分市教育委員会で審

議の上、大分市で使用される教科書として採択されます。 

その後、⑪のように県教育委員会に対して使用する教科書の注文数

を申し込む「需要票」を提出することで、大分市で採択された教科書

が報告され、９月１日の採択結果の公表をもって採択に関するすべて

の事務が終了することとなります。 

以上が、基本的な教科書の採択手順です。 

本市教育委員会といたしましては、この採択手順に従って採択事務

を進めてまいります。教科書採択は、７月下旬の臨時教育委員会で行

う予定にしておりますが、決定する際は、県の教科書選定資料や大分

市教科用図書選定委員会の研究結果を参考にしながら、教科書の検討

を行う必要があります。 

そのため、５月及び６月の教育委員会終了後に教科書についての学

習会を実施したいと考えているところであります。 

以上でございます。 

ご質問などございませんか。 
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４年前の教科書採択事務経路の手順と同じと考えてよろしいのでし

ょうか。 

変更はございません。 

新年度、デジタル教科書が導入されるのであれば、この採択事務の

経路が変わってくるのではないかと思い、質問いたしました。 

デジタル教科書につきましては、学習会の際にご説明いたします。 

他に何かございませんか。 

（なしとの声） 

それでは、次の報告事項の説明をお願いします。 

報告事項２点目「大分市立小中学校等における新型コロナウイルス

感染症に係る対応について」ご報告申し上げます。 

大分市立小学校及び中学校、義務教育学校における新型コロナウイ

ルス感染症に係る対応につきまして、令和５年４月１日から変更いた

しました。 

１「基本的な感染症対策について」でございますが、 

令和５年３月１７日付けで文部科学省の「学校における新型コロナ

ウイルス感染症に関する衛生管理マニュアル」が改定されたことに伴

い、「大分市立学校新型コロナウイルス感染症対策と教育活動に関す

るガイドライン」をバージョン４に改定し、４月からは、本ガイドラ

インに基づき、各学校において感染症対策を実施しているところでご

ざいます。 

主な変更点３点のうち、１点目は、県の感染状況の評価、いわゆる

「レベル」に応じた学校の行動基準の廃止でございます。例えば、こ

れまでは「レベル２以上で同居家族の発熱等がみられた場合も出席停

止」としていたところを、レベルではなく「大分市の感染状況」を鑑

みて対応することとしております。 

２点目は、マスクの着用についてでございます。「学校教育活動に

おいては、マスクの着用を求めないことを基本とし、教職員がマスク

の着脱を強いることのないようにすることとしております。 

３点目は、学校において感染者が発生した場合の対応及び「臨時休
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全委員 

教育長 

 

業」の対応についての変更でございます。 

２「臨時休業について」をご覧ください。 

臨時休業の判断につきまして、これまでは、学級で複数の児童生徒

等の感染が判明した場合に当該学級の臨時休業、いわゆる「学級閉

鎖」を実施しておりましたが、４月からは「学級内で感染が広がって

いる可能性が高い場合」に学級閉鎖を実施することといたしました。

同一の学級で新型コロナウイルスの感染が確認され、「感染者」及び

「発熱や咽頭痛、咳などの症状を有する者」が、学級の人数の２割程

度となった場合に、学級閉鎖の検討を行い、その結果、「学級内で感

染がさらに広がる可能性が高い場合」には、教育委員会と協議し、学

級閉鎖を行うこととしております。なお、学級閉鎖の期間は、「学級

の最終接触日」の翌日より、５日目まで」としております。 

最後に、３「今後の国の動きについて」でございますが、５月８日

には、新型コロナウイルス感染症の５類への移行が予定されており、

文部科学省におきましても、５月８日以降は、新型コロナウイルス感

染症について、インフルエンザと同様に「学校において予防すべき感

染症の種類」の「第二種」に位置付けられる予定でございます。 

児童生徒が感染した場合の、出席停止の期間につきましては、「発

症した後５日を経過し、かつ、症状が軽快した後、１日を経過するま

で」とされる予定でございます。 

また、授業や学校行事等の教育活動につきましては、引き続き、地

域の感染状況に応じて柔軟に対応しながら感染症対策を徹底し、子ど

もたちの健やかな学びを保障していくよう努めてまいります。なお、

修学旅行につきましては、５月１４日日曜日から新型コロナウイルス

感染症拡大前と同様に実施する予定でございます。 

以上でございます。 

ご質問などございませんか。 

（なしとの声） 

以上で本日予定されていた議題は終了となりますが、他に何かござ

いませんか。 
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５月の教育委員会等の日程につきまして調整をお願いいたします。 

５月３１日水曜日午後３時から定例教育委員会を第２庁舎６階の教

育委員室にて開催いたしますので、どうぞよろしくお願いいたしま

す。なお、臨時の教育委員会は、５月８日月曜日午後４時２０分から

教育委員室で開催いたします。 

その他の予定でございますが、大分県市町村教育委員会連合会の総

会が５月２３日火曜日午後１時から九重町の九重文化センターにて開

催となっております。後ほど、改めてご連絡いたします。 

なお、本日の会議終了後は、連絡事項等がございますので、お時間

をいただきたくお願い申し上げます。 

以上でございます。 

（了承） 

他に何かございませんか。 

（なしとの声） 

これをもちまして、本日の会議を閉会いたします。 

          （午後３時３５分 閉会） 

 

 

 

 


